
造成⼯事完了から被災者による住宅着⼯までの期間の短縮

分筆登記完了前に
買主（住民）へ土地
を引渡し

分筆登記完了前
（抵当権設定登記前）
のローン実行（※）

※融資の判断については、金融機関により
個別の案件毎に行われるものであり、この
仕組みであれば融資が確約されるというこ
とではない。

（市町村と金融機関との
一定の取り決めが必要）

分筆登記
完了前の
建築確認

分筆登記完了

所有権移転登記

抵当権設定登記

○法務局と市町村との間で分筆登
記嘱託予定時期等や完了予定
日の情報共有の仕組みの構築

○上記情報を基にした出件予想を
踏まえ、効果的な処理体制を確
立

【登記嘱託の計画的処理】

【防集団地の登記処理と住宅建設の並⾏実施】
（市町村や被災者に活用可能な旨を周知）

防集団地の造成工事

確定測量・境界確定

分筆登記嘱託

分筆登記完了

住宅着工

（通常想定される流れ）

所有権移転登記

抵当権設定登記

土地代金支払い
土地の引渡し

ローン実行

建築確認

住宅着工

土地の代金支払い（買主（住民）→市町村）

土地の引渡し（市町村→買主（住民））

ローン実行（金融機関→買主（住民））
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被災自治体
【被災自治体復興事業担
当部局】

住宅再建・復興まちづくりに関する登記の嘱託に係る情報共有
〜防災集団移転促進事業等に係る分筆登記の完了予定時期の共有〜

法務局・地方法務局本局
【仙台法務局，福島地方法務局，
盛岡地方法務局】

不動産の所在地を管轄する
法務局（登記所）
【本局・支局・出張所】

②嘱託に係る登記の完了予定日の見通しの情報の
提供

③登記の嘱託の１か月前までを目途に工程に変更
がないことの情報の提供

④登記嘱託（嘱託書への「復興関連（住宅）」との朱
書きによる明示）

復興局
【 岩手復興局，

宮城復興局，
福島復興局】

被災自治体から登記所への登記の嘱託予
定時期等の情報提供状況の確認（必要に
応じ）

①登記の嘱託予定時期等の情報の提供

登記の嘱託
予定時期等
の情報の提
供（４半期ご
と）

登記の嘱託
予定時期等
の情報の提
供（４半期ご
と）

防災集団移転促進事業・漁業集落防災機能強化事業に関する登記の嘱託の情報共有により，

①被災自治体は，登記の完了予定日の見通しを踏まえた事業の工程管理が可能
②法務局は，登記の嘱託予定時期の見通しを踏まえた登記処理の工程管理が可能

① 造成工事の完成予定
時期及び予定戸数

② 登記の嘱託予定時期
及びその種類（分筆、
合筆、地目変更、地積
更正等）に応じた対象
筆数
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